
議
員

安
全
で
安
心
で
き
る

学
童
保
育
環
境
を
確
保
す
る

た
め
、
民
間
借
家
で
行
っ
て

い
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

公
設
化
の
方
針
が
十
五
年
度

に
打
ち
出
さ
れ
た
。
開
設
当

初
か
ら
公
設
で
あ
っ
た
児
童

ク
ラ
ブ
も
含
め
、
十
八
年
度

末
ま
で
に
公
設
化
さ
れ
た
児

童
ク
ラ
ブ
は
七
か
所
と
な
っ

て
い
る
。
十
九
年
度
に
公
設

議
員

東
海
地
震
や
神
奈
川

県
西
部
地
震
は
、
本
市
で
も

発
生
の
切
迫
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
地
震
発
生
後
は
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
早
期
復
旧

が
重
要
と
考
え
る
が
、
本
市

の
取
り
組
み
を
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

平
塚
市
地

域
防
災
計
画
で
は
、
都
市
ガ

ス
・
電
気
・
水
道
な
ど
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
の
被
害
を
想
定

し
て
お
り
、
地
震
災
害
時
に

こ
れ
ら
の
早
期
復
旧
を
図
る

化
さ
れ
た
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
は
何
箇
所
か
聞
き
た
い
。

市
民
部
長

十
九
年
度
は
四

か
所
を
公
設
化
し
た
。
富
士

見
小
学
校
区
と
松
が
丘
小
学

校
区
は
小
学
校
の
教
室
を
利

用
し
、
松
延
小
学
校
区
は
専

用
施
設
を
建
設
、
松
原
小
学

校
区
は
分
庁
舎
を
利
用
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

議
員

公
設
化
し
た
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
状
況
と

利
用
者
の
評
価
を
聞
き
た
い
。

市
民
部
長

移
転
し
た
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
の
一
部
で
利

用
者
が
大
幅
に
増
加
し
て
い

る
。
ま
た
建
物
の
耐
震
性
が

向
上
し
、
児
童
ク
ラ
ブ
に
通

う
際
の
安
全
性
が
強
化
さ
れ

た
た
め
、
保
護
者
や
指
導
員
、

児
童
に
も
好
評
で
あ
る
。

議
員

公
設
化
さ
れ
て
い
な

い
児
童
ク
ラ
ブ
の
今
後
の
公

設
化
の
予
定
を
伺
い
た
い
。

市
民
部
長

二
十
年
度
は
二

か
所
を
公
設
化
す
る
予
定
で

あ
り
、
豊
田
小
学
校
区
は
豊

田
分
庁
舎
内
の
空
き
ス
ペ
ー

ス
に
移
転
し
、
大
野
小
学
校

区
は
大
野
小
学
校
敷
地
内
に

専
用
施
設
を
建
設
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
こ
の
整
備
が

実
施
さ
れ
る
と
、
残
り
一
六

か
所
が
民
間
借
家
と
な
る

が
、
老
朽
化
や
狭
隘
化
な
ど

の
実
情
を
考
慮
し
な
が
ら
順

次
、
公
設
化
し
て
い
き
た
い
。

整
備
の
順
位
は
、
関
係
機
関

や
団
体
と
の
協
議
・
調
整
な

ど
が
あ
る
た
め
、
実
現
可
能

な
段
階
で
公
表
し
た
い
。

議
員

現
在
、
小
学
校
で
は

学
級
崩
壊
や
い
じ
め
、
不
登

校
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
就

学
前
の
教
育
が
さ
ら
に
重
要

と
な
っ
て
い
る
。
本
市
の
幼

稚
園
教
育
の
基
本
方
針
で
は

幼
稚
園
・
保
育
所
・
小
学
校

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
事
前

登
録
制
度
を
設
け
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
被
災
者
の
ニ
ー

ズ
に
合
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
、

災
害
発
生
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
の
立
ち
上
げ
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
を

ま
と
め
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
の
活
躍
に
期
待
し
て
い
る
。

議
員

災
害
時
の
救
援
物
資

の
供
給
態
勢
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

防
災
安
全
部
長

神
奈
川
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
平
塚
地
区
支

部
と
協
定
を
締
結
し
て
い
る

が
、
膨
大
な
救
援
物
資
を
短

期
間
で
供
給
す
る
に
は
混
乱

が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
関
係
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機
関
と
新
た
な
協
定
に
つ
い

て
相
談
し
て
い
き
た
い
。

災
害
時
要
援
護
者

今
後
の
支
援
体
制
は

議
員

在
宅
高
齢
者
の
安
否

確
認
に
関
し
て
、
本
市
の
災

害
時
要
援
護
者
の
人
数
を
聞

き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

一
人
暮
ら

し
な
ど
の
高
齢
者
は
三
一
三

四
人
、
障
害
者
は
八
九
二
二

人
で
あ
る
。

議
員

要
援
護
者
に
関
す
る

情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
本

市
の
現
状
を
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

承
諾
が
得

ら
れ
た
災
害
時
要
援
護
者
の

情
報
を
民
生
委
員
児
童
委
員

た
め
、
東
京
ガ
ス
、
東
京
電

力
、
県
企
業
庁
の
防
災
担
当

者
と
打
ち
合
わ
せ
を
実
施
し

た
。
そ
の
中
で
地
震
災
害
時

に
は
本
市
の
災
害
対
策
本
部

に
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
機
関
の
連

絡
員
の
派
遣
を
受
け
る
な
ど

の
対
応
を
決
め
て
い
る
。

議
員

地
震
発
生
後
の
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ

態
勢
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

改
訂
す
る

地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
は
、

を
通
じ
て
自
治
会
に
提
供
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
情

報
提
供
に
同
意
し
た
人
は
、

一
人
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢
者

は
二
八
六
六
人
で
全
体
の
九

一
・
四
％
、
障
害
者
は
二
四

六
〇
人
で
同
二
七
・
六
％
と

な
っ
て
い
る
。

議
員

災
害
時
要
援
護
者
に

対
す
る
今
後
の
支
援
体
制
に

つ
い
て
聞
き
た
い
。

防
災
安
全
部
長

今
後
も
情

報
の
共
有
化
を
進
め
る
と
と

も
に
、
地
域
住
民
が
主
体
と

な
っ
て
作
成
す
る
地
区
防
災

計
画
の
中
で
、
地
域
に
お
け

る
支
援
者
を
明
確
化
す
る
な

ど
支
援
体
制
の
整
備
を
進
め

て
い
き
た
い
。

議
員

平
成
十
九
年
七
月
二

十
九
日
に
発
生
し
た
集
中
豪

雨
の
検
証
の
結
果
、
災
害
時

に
お
け
る
組
織
体
制
や
指
揮

命
令
系
統
を
見
直
し
、
ま
た

情
報
活
動
や
対
策
活
動
の
共

有
化
を
図
る
た
め
に
防
災
安

全
部
を
防
災
危
機
管
理
部
と

し
て
再
編
す
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
部
は
ど
の
よ
う

な
役
割
を
担
っ
て
い
く
の
か

聞
き
た
い
。

企
画
部
長

防
災
危
機
管
理

部
は
一
部
一
課
体
制
と
し
て
、

全
庁
的
な
危
機
管
理
を
統
括

的
に
所
管
す
る
。
ま
た
、
各

部
署
と
の
連
携
を
よ
り
緊
密

に
し
て
情
報
の
共
有
化
を
図

り
、
正
確
な
情
報
を
市
民
に

提
供
し
、
被
害
を
事
前
、
も

し
く
は
最
小
限
に
と
ど
め
る

よ
う
、
特
に
危
機
発
生
時
の

初
動
体
制
を
強
化
す
る
。

議
員

「
危
機
」
と
は
ど
の

よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
い

る
の
か
伺
い
た
い
。

企
画
部
長

災
害
や
事
件
・

事
故
に
よ
り
、
市
民
の
身
体
・

生
命
・
財
産
に
重
大
な
被
害

が
生
じ
、
ま
た
生
じ
る
お
そ

れ
の
あ
る
緊
急
の
事
態
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
想
定
し

て
い
る
。

議
員

現
在
、
行
政
総
務
課

が
所
管
し
て
い
る
危
機
管
理

機
能
を
統
合
す
る
と
の
こ
と

だ
が
、
理
由
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

二
元
化
し
て
い

た
危
機
管
理
機
能
を
防
災
危

機
管
理
部
に
集
約
す
る
こ
と

で
、
初
動
時
に
迅
速
で
効
果

的
な
対
応
が
可
能
な
体
制
を

構
築
す
る
た
め
で
あ
る
。

議
員

危
機
に
対
す
る
予
防

抑
制
に
は
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
く
の
か
。

企
画
部
長

各
部
署
と
連
携

し
な
が
ら
訓
練
や
研
修
を
積

み
重
ね
、
職
員
の
危
機
管
理

意
識
の
高
揚
を
図
り
、
予
防
・

抑
制
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
も

配
慮
し
て
い
き
た
い
。

の
相
互
理
解
を
深
め
る
と
あ

る
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
か
聞
き
た
い
。

学
校
教
育
部
長

よ
り
よ
い

相
互
連
携
の
あ
り
方
を
学
習

す
る
「
幼
・
保
・
小
・
中
連

携
教
育
講
演
会
」
な
ど
を
実

施
し
、
連
携
推
進
に
向
け
て

理
解
を
深
め
て
い
る
。
ま
た
、

幼
稚
園
児
と
小
学
校
の
児
童

と
の
交
流
の
場
を
設
け
、
互

い
の
教
育
活
動
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
合
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
幼
児
は
児
童
と
の

交
流
を
通
じ
て
多
様
な
経
験

が
で
き
、
小
学
校
に
親
し
み

や
期
待
感
を
持
つ
な
ど
、
安

心
し
て
入
学
に
向
か
う
心
の

準
備
が
で
き
た
な
ど
の
成
果

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

議
員

保
育
所
等
と
の
今
後

の
連
携
に
つ
い
て
の
考
え
を

聞
き
た
い
。

学
校
教
育
部
長

地
域
の
保

育
所
と
定
期
的
に
情
報
交
換

を
行
っ
て
い
る
幼
稚
園
も
あ

り
、
遊
び
を
通
じ
て
幼
児
同

士
の
交
流
を
図
っ
て
い
る
。

今
後
も
連
携
を
充
実
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

保
護
者
の
育
児
不
安

日
々
の
交
流
で
解
消
も

議
員

本
市
の
子
供
を
取
り

巻
く
家
庭
環
境
も
核
家
族
化

や
都
市
化
に
よ
っ
て
大
き
く

変
化
し
て
き
て
い
る
。
家
庭

教
育
と
の
連
携
に
つ
い
て
は

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
き

た
の
か
伺
い
た
い
。

学
校
教
育
部
長

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
園
便
り
を
活
用
し
た

情
報
の
提
供
や
、
園
長
や
担

任
教
諭
等
に
よ
る
子
育
て
相

談
な
ど
を
実
施
し
、
家
庭
教

育
と
の
連
携
に
努
め
て
き
た
。

議
員
　
保
護
者
の
育
児
不
安

の
解
消
に
つ
い
て
は
ど
う
対

応
し
て
い
る
の
か
聞
き
た
い
。

学
校
教
育
部
長

本
市
で
は

保
護
者
が
幼
児
を
送
迎
し
て

お
り
、
保
護
者
と
園
の
教
諭
、

ま
た
保
護
者
同
士
で
子
育
て

に
つ
い
て
話
し
合
う
な
ど
、

日
常
的
な
交
流
が
子
育
て
の

不
安
を
解
消
し
て
い
く
機
会

と
な
っ
て
い
る
。

議
員

幼
児
教
育
に
つ
い
て
、

今
後
は
ど
の
よ
う
な
考
え
で

進
め
て
い
く
の
か
聞
き
た
い
。

学
校
教
育
部
長

今
後
も
幼

稚
園
・
保
育
所
・
小
学
校
や

家
庭
と
の
連
携
の
も
と
、
地

域
の
幼
児
教
育
の
セ
ン
タ
ー

的
機
能
を
果
た
せ
る
よ
う
努

め
て
い
き
た
い
。

地域防災活動者育成研修会での訓練の様子

人形劇を楽しむ園児たち

請
願
の
審
議
概
要

請
願
の
審
議
概
要 

請
願
の
審
議
概
要 

三
月
定
例
会
の
常
任
委
員

会
で
は
三
件
の
審
査
が
行
わ

れ
た
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

実
施
中
止
を
求
め
る
意
見
書

提
出
の
請
願
で
は
、
こ
の
請

願
の
趣
旨
に
、「
年
金
か
ら

天
引
き
す
る
こ
と
は
生
存
権

の
侵
害
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ず
」、「
高
齢
者
の
命
に
直
結

す
る
重
大
な
問
題
を
引
き
起

こ
し
か
ね
ま
せ
ん
」
と
あ
り
、

こ
の
制
度
の
大
き
な
問
題
点

が
よ
く
分
か
る
。
市
民
が
危

機
感
を
持
っ
て
こ
の
制
度
を

変
え
て
欲
し
い
と
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
の
は
当
然
だ

と
思
う
の
で
、
本
請
願
を
採

択
と
し
た
い
と
の
意
見
が
あ

っ
た
。
一
方
、
男
性
の
平
均

寿
命
が
七
五
歳
を
超
え
、
女

性
は
八
五
歳
を
超
え
て
い
る
。

後
期
高
齢
者
と
い
う
名
称
が

適
切
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

七
五
歳
以
上
の
医
療
を
独
立

さ
せ
、
そ
こ
に
問
題
点
が
あ

れ
ば
修
正
を
し
、
資
金
が
不

足
す
る
場
合
は
投
入
し
て
手

厚
い
制
度
に
す
る
こ
と
で
賛

成
し
た
い
。
八
〇
歳
前
後
の

方
は
制
度
の
切
り
替
え
時
に

戸
惑
う
の
で
、
対
象
者
が
七

五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
念

頭
に
、
手
続
き
が
円
滑
に
行

え
る
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と

を
要
望
し
、
本
請
願
を
不
採

択
と
し
た
い
と
い
う
意
見
も

あ
っ
た
。
採
決
し
た
結
果
、

不
採
択
と
す
べ
き
も
の
と
な

り
、
本
会
議
で
も
不
採
択
と

決
定
し
た
。

沖
縄
で
の
米
海
兵
隊
員
に

よ
る
女
子
中
学
生
暴
行
事
件

に
抗
議
し
、
再
発
防
止
と
沖

縄
米
軍
基
地
の
整
理
・
縮
小

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を

求
め
る
請
願
で
は
、
去
る
二

月
十
日
、
沖
縄
県
に
お
い
て

米
海
兵
隊
員
に
よ
る
女
子
中

学
生
暴
行
事
件
が
発
生
し
た
。

国
内
第
二
の
基
地
県
で
あ
る

神
奈
川
県
民
と
し
て
も
対
岸

の
火
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い

と
い
う
趣
旨
を
了
と
し
、
本

請
願
を
趣
旨
採
択
し
た
い
と

い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
採
決

し
た
結
果
、
趣
旨
採
択
す
べ

き
も
の
と
な
り
、
本
会
議
で

も
趣
旨
採
択
と
決
定
し
た
。

な
お
、
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